
 

 
 
 

 
 
平成２６年度行政監査結果報告書に基づく改善

策及び顛末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年１１月 

糸島市 



平成２６年度行政監査結果報告書に基づく改善策及び顛末 

 1 

指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

行政監査報告書（人権福祉部 福祉支援課）  

２ 監査の結果  

(1) 指定管理者の選定及び指定手続について 【福祉支援課】 

特記事項なし  

(2) 指定管理者との基本協定・年度協定の締結

等について 

【福祉支援課】 

① 指定管理者が行う業務について 

 指定管理者が行う業務について、糸島市健康福

祉センター条例（以下「条例」という。）第６条

第３号に「前２号に掲げるもののほか、健康福祉

センターの運営に関する業務のうち、市長が必要

と認める業務」と規定されている。 

また、糸島市健康福祉センターあごら（ふれあ

い）の管理運営に関する基本協定書（以下「基本

協定書」という。）の別記１管理業務仕様書の１

（１）に「あごら（ふれあい）の管理運営に関す

る一切の業務」と規定されている。 

しかし、条例に規定する「市長が必要と認める

業務」及び基本協定書に規定する「一切の業務」

が明確ではなかった。 

 指定管理者が行う業務については、事故に対す

る責任等にも関わるため、明確にしておく必要が

あると思われる。 

 指定管理者が行う業務について明確にしてい

ただきたい。 

 

② 利用料金の承認手続について 

 条例第 19条第２項の規定による利用料金の承

認手続について、利用料金決定に係る市長の承認

行為が行われていなかった。 

同条同項では「利用料金の額は、別表第１及び

別表第２に定める金額の範囲内において、あらか

じめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるもの

とする。」と規定しており、条例に準ずる利用料

金の決定であっても、市長の承認行為が必要であ

る。 

また、市長の承認行為として、文書により明確

にしておくことが適切であると思われる。 

適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

 指定管理者が行う業務を明確にし、今後、管理

業務仕様書にも規定することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後は、市長の承認行為として、文書により明

確にし、適正な事務処理を行う。 

 なお、現在の利用料金の額については、平成

26年４月に、文書により市長の承認行為を行っ

た。 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

 

③ 納税証明書の提出について 

 平成22年度、23年度及び24年度分の指定管理

者の納税証明書が平成 26年４月７日に一括して

提出されていた。 

糸島市健康福祉センター条例施行規則（以下

「規則」という。）第７条では「指定管理者は、

毎事業年度終了後２月以内に、第２条第９号に規

定する納税証明書を市長に提出しなければなら

ない。」と規定しており、前事業年度の国税及び

地方税に係る納税証明書の提出を事業年度終了

後２月以内に求める必要があったと思われる。 

 適正な指導及び事務処理を行っていただきた

い。 

 

④ 事業計画書の提出時期等について 

 基本協定書第 12条第１項に「乙は、各年度の

２月末日までに、当該年度の翌年度に係る次に掲

げる内容を記載した事業計画書を甲に提出しな

ければならない。」と規定しているが、受付事務

処理等の不備により、提出年月日が不明のため、

提出期限までに提出があったかの確認ができな

かった。 

また、提出された事業計画書の活用についても

明確ではなかった。 

 適正な事務処理及び事業計画書の活用につい

ての整理を行っていただきたい。 

 

⑤ 指定管理業務の再委託について 

 施設の維持・管理に係る指定管理者の業務につ

いて、指定管理者は管理業務の一部を第三者へ再

委託していた。 

基本協定書第 18条は「乙は、業務を他人に委

託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あ

らかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この

限りでない。」と規定している。 

指定管理者が管理業務の一部を再委託する場

合は、書面による甲の承諾が必要であるが、承諾

の行為が行われていなかった。 

 

 

今後は、提出期限内に納税証明書を提出するよ

う指定管理者に適正な指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本協定書第 12条第１項に基づき、事業計画

書については内容を具体的に示してもらうとと

もに、提出期限内に提出されるよう指導し、適正

な受付事務処理を行う。 

 また、今後、事業計画書の活用方法を明確にす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 基本協定書第 18条に基づき、書面による承諾

を行った。 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

 適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

(3) 指定管理者の管理運営に関する評価及び検

証について 

【福祉支援課】 

指定管理者の管理運営実績に対する評価及び

検証については、条例、規則及び基本協定書にお

いて特段の定めはないが、指定管理者制度を導入

した効果や、適正な管理が行われているか等の確

認のため必要であると思われる。 

 総体的な評価は行われていたが、何に基づき、

どのような項目を、どのような基準で評価すべき

かが明確ではなかった。 

 評価及び検証の適正な実施のため、評価基準の

整理や評価シートを作成するなどの検討を行っ

ていただきたい。 

 

 今後、評価基準の整理や評価シートの作成等の

検討を行っていく。 

 

(4) 指定管理者への指導及び助言について 【福祉支援課】 

 指定管理者への指導については、必要書類等の

作成・提出等の事務的なものや施設の活用等につ

いて行われていたが、行われた指導が的確なもの

であったか、また充分なものであったかの確認が

できなかった。 

 評価及び検証の適正な実施と併せ、指導及び助

言の実施方法等についても検討していただきた

い。 

 

 指定管理者への指導については、口頭での指導

及び助言を行ってきたが、今後、指導及び助言の

実施方法について検討を行う。 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

行政監査報告書（人権福祉部 子ども課）  

２ 監査の結果  

(1) 指定管理者の選定及び指定手続について 【子ども課】 

二丈地区の一貴山、深江、福吉の３施設につい

ては、指定管理者の指定の申請書及び添付書類が

未提出であった。 

 二丈町放課後児童クラブ運営施設の設置及び

管理に関する条例第６条は「第４条の規定による

指定を受けようとする者は、申請書に次の各号に

掲げる書面を添えて町長に申請しなければなら

ない。」と規定しており、申請書等は必ず受領す

ることとなっている。 

 また、指定管理者の指定の告示年月日及び指定

通知年月日が文書不存在の理由により不明とな

っていた。 

 適正な事務処理及び文書管理を行っていただ

きたい。 

 

今後は、指定管理者の指定の申請書及び添付書

類については必ず提出させることとし、告示関係

の文書についても、適正な文書管理を行ってい

く。 

(2) 指定管理者との基本協定・年度協定の締結

等について 

【子ども課】 

① 事業報告書の提出時期について 

 糸島市放課後児童クラブ条例（以下「条例」と

いう。）第８条に「指定管理者は、毎年度終了後

速やかに、次に掲げる事項を記載した事業報告書

を作成し、市長に提出しなければならない。」と

規定し、事業報告書の作成及び提出を義務付けて

いるが、提出期日が明確ではなく、指定管理者間

に提出日のばらつきが見受けられた。 

 提出期日を明確にして、適正な事務処理を行っ

ていただきたい。 

 

② 自主事業の承認手続について 

 放課後児童クラブの開所時間について、一貴

山、福吉の２施設は午後７時まで、深江、可也第

１、可也第２、桜野、引津の５施設は午後６時３

０分までと変更し、午後６時から午後７時まで及

び午後６時から午後６時３０分までの延長時間

を指定管理者の自主事業としていた。 

 条例第 11条第１項は「児童クラブの開所時間

 

事業報告書の提出期日については、翌年度の６

月30日までと定め、指定管理者に通知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例を改正し、平成 26年４月１日からは、午

後７時までの延長は承認不要となった。午後７時

を超える開所時間の延長は承認が必要なため、今

後、開所時間を変更する場合は、指定管理者から

書類の提出を求め、市長の承認行為も書類で行う

こととする。 

また、現在の指定期間に係る基本協定書におい
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

は、学校の放課後から午後６時までとする。」と、

同条第２項は「前項の規定にかかわらず、指定管

理者は特に必要と認めるときは、市長の承認を得

てこれを変更することができる。」と規定してい

る。 

 また、一貴山、福吉、深江の３施設に係る管理

運営に関する基本協定書第 33条第２項には「乙

は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務

計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなくては

ならない。」と規定している。 

 自主事業として開所時間を延長していた７施

設は、いずれも条例第 11条第２項に基づく市長

の承認が文書で行われておらず、一貴山、福吉、

深江の３施設は、管理運営に関する基本協定書第

33条第２項に規定される業務計画書が提出され

ていなかった。 

 口頭での確認及び承認は行われているようで

あったが、書類の提出や市長の承認行為は明確に

しておく必要があると思われる。 

適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

③ 利用料金の承認手続について 

 条例第 17条第２項の規定による利用料金の承

認手続について、利用料金決定に係る市長の承認

行為が行われていなかった。 

同条同項では「利用料金の額は、別表に定める金

額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得

て、指定管理者が定めるものとする。」と規定し

ており、条例に準ずる利用料金の決定であって

も、市長の承認行為が必要である。 

また、市長の承認行為として、文書により明確に

しておくことが適切であると思われる。 

 適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

④ 納税証明書の提出について 

 平成22年度、23年度及び24年度分の指定管理

者の納税証明書が提出されていなかった。 

糸島市放課後児童クラブ条例施行規則（以下「規

則」という。）第７条では「指定管理者は、毎事

ては、自主事業について記載していないため、業

務計画書の提出は不要となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、市長の承認行為として、文書により明

確にし、適正な事務処理を行う。 

 なお、現在の利用料金の額については、指定管

理者から提出された承認願いに対し、平成 26年

４月１日付けで、文書により市長の承認行為を行

った。 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、適正な指導及び事務処理を行う。 

 なお、平成 25年度分の納税証明書は、平成 26

年５月 30日までに提出するよう指導し、期限内

に受領した。 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

業年度終了後２月以内に、第２条第９号に規定す

る納税証明書を市長に提出しなければならな

い。」と規定しており、前事業年度の国税及び地

方税に係る納税証明書の提出を事業年度終了後

２月以内に求める必要があったと思われる。 

 適正な指導及び事務処理を行っていただきた

い。 

 

⑤ 事業計画書の提出時期について 

 前原地区の 11施設及び志摩地区の４施設に係

る管理運営に関する基本協定書第 12条第１項に

「乙は、各年度の 10月末日までに、当該年度の

翌年度に係る次に掲げる内容を記載した事業計

画書を甲に提出しなければならない。」と、また、

二丈地区の３施設に係る管理運営に関する基本

協定書第 13条第１項に「乙は、毎年度甲が指定

する期日までに業務計画書を提出し、甲の確認を

得なければならない。」と規定しているが、受付

事務処理等の不備により、提出年月日が不明のた

め、提出期限までに提出があったかの確認ができ

なかった。 

 また、二丈地区の３施設については、甲が指定

する期日が明確ではなかった。 

 適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

⑥ 指定管理業務の再委託について      

 施設の維持・管理に係る指定管理者の業務につ

いて、指定管理者は管理業務の一部を第三者へ再

委託していた。 

前原地区の 11施設及び志摩地区の４施設に係る

管理運営に関する基本協定書第 18条は「乙は、

業務を他人に委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得

た場合は、この限りでない。」と、また、二丈地

区の３施設に係る管理運営に関する基本協定書

第８条第１項は「乙は、事前に甲の承諾を受けた

場合を除いて、業務の一部を第三者に委託し、又

は請け負わせてはならない。」と規定している。 

指定管理者が管理業務の一部を再委託する場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画書については、現在の指定期間に係る

基本協定書第 12条第１項において「乙は、各年

度の 10月末日までに、当該年度の翌年度に係る

次に掲げる内容を記載した事業計画書を甲に提

出しなければならない。」と統一し、平成26年５

月 19日に行った児童クラブ運営会議で再度期限

内の提出を指導した。 

 事業計画書の受領の際は、提出年月日が記載さ 

れているかを確認し、適正な事務処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再委託について、やむを得ない場合は、今後、

文書にて承諾の行為を行っていく。 

 なお、現在の指定期間に係る再委託について

は、指定管理者から提出された承諾願いに対し、

平成 26年４月１日付けで、文書により市長の承

諾行為を行った。 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

は、いずれも事前に甲の承諾が必要であるが、承

諾の行為が行われていなかった。 

 適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

(3) 指定管理者の管理運営に関する評価及び検

証について 

【子ども課】 

指定管理者の管理運営実績に対する評価及び

検証については、条例、規則及び基本協定書にお

いて特段の定めはないが、指定管理者制度を導入

した効果や、適正な管理が行われているか等の確

認のため必要であると思われる。 

 総体的な評価は行われていたが、何に基づき、

どのような項目を、どのような基準で評価すべき

かが明確ではなかった。 

 評価及び検証の適正な実施のため、評価基準の

整理や評価シートを作成するなどの検討を行っ

ていただきたい。 

 

今後、評価基準の整理や評価シートの作成等の

検討を行っていく。 

(4) 指定管理者への指導及び助言について 【子ども課】 

 指定管理者への指導については、必要書類等の

作成・提出等の事務的なものは行われていたが、

行われた指導が的確なものであったか、また充分

なものであったかの確認ができなかった。 

 評価及び検証の適正な実施と併せ、指導及び助

言の実施方法等についても検討していただきた

い。 

 

指定管理者への指導については、口頭での指導

及び助言を行ってきたが、今後、指導及び助言の

実施方法について検討を行う。 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

行政監査報告書（農林水産部 農業振興課）  

２ 監査の結果  

(1) 指定管理者の選定及び指定手続について 【農業振興課】 

 指定管理者の指定申請書に添付する書類が糸

島市福吉地区中山間地域総合整備事業活性化施

設条例施行規則（以下「規則」という。）第２条

各号に規定されているが、一部提出されていない

ものが見受けられた。 

 書類受領時の点検等、適正な事務処理を行って

いただきたい。 

 

 申請書提出時に添付書類の有無を確認し、書類

不備がないよう厳正に事務処理を行う。 

(2) 指定管理者との基本協定・年度協定の締結

等について 

【農業振興課】 

① 指定管理者が行う業務について 

 糸島市福吉地区中山間地域総合整備事業活性

化施設条例（以下「条例」という。）第５条第３

号に「その他施設の運営に関し市長が必要と認め

る業務」と規定されているが、糸島市福吉地区中

山間地域総合整備事業活性化施設の管理に関す

る協定書（以下「協定書」という。）に「市長が

必要と認める業務」が明記されておらず、指定管

理者が行う業務が明確ではなかった。 

 指定管理者が行う業務については、事故に対す

る責任等にも関わるため、明確にしておく必要が

あると思われる。 

 指定管理者が行う業務について明確にしてい

ただきたい。 

 

② 継続的な公共サービスの水準確保について 

 公共サービスの水準の確保という観点から、条

例第７条第３号の規定により、「施設の管理を安

定して行う物理的能力及び人的能力を有してい

ること。」を指定管理者の選定基準の１つとして

いるが、協定書には「物理的能力」「人的能力」

の安定確保に係る具体的な事項が規定されてい

なかった。 

市の担当職員が頻繁に施設に出向き状況を把

握しているとのことであったが、一般的に複数年

継続した協定を締結する指定管理者制度におい

 

条例で規定する指定管理者の業務について、協

定書にも明記し、事故に対する責任等にも即座に

対応できるよう、条例との整合性を明確にする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条例第７条第３号で規定する事項に関し、協定

書にも「物理的能力」「人的能力」の安定確保に

ついて明記する。 

 また、毎年度提出される報告書等を精査し、施

設を管理できる「物理的能力」「人的能力」を有

しているかを検証する。 
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ては、継続的な公共サービスの水準確保の観点か

ら、何らかの対応が必要であると思われる。 

検討していただきたい。 

 

③ 開館時間の変更に係る承認手続について 

 条例第 12条は「施設の開館時間は、午前８時

30分から午後10時までとする。」と規定している

が、実態は午後６時に閉館していた。 

 開館時間を変更するときは、同条の但し書き規

定により、市長の承認を得なければならないが、

市長の承認行為は行われていなかった。 

 適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

④ 利用料金の承認手続について 

 条例第 16条第２項の規定による利用料金の承

認手続について、利用料金決定に係る市長の承認

行為が行われていなかった。 

同条同項では「施設の利用料金は、別表に定め

る額の範囲内で市長の承認を得て指定管理者が

定める。」と規定しており、条例に準ずる利用料

金の決定であっても、市長の承認行為が必要であ

る。 

また、市長の承認行為として、文書により明確

にしておくことが適切であると思われる。 

 適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

⑤ 協定で定める事項について 

 協定で定める事項を規則第５条第２項に規定

しているが、同条同項第５号の「指定の取消し及

び業務の停止に関する事項」が協定書に定めてい

なかった。 

 適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

⑥ 納税証明書の提出について 

 平成22年度、23年度及び24年度分の指定管理

者の納税証明書が提出されていなかった。 

規則第７条では「指定管理者は、毎事業年度終了

後２月以内に、第２条第９号に規定する納税証明

書を市長に提出しなければならない。」と規定し

 

 

 

 

 

 条例第 12条ただし書に基づき、文書により承

認手続を行い、適正な事務に努める。 

   

 

 

 

 

 

 

 条例第 16条第２項の規定に基づき、文書によ

り承認手続を行い、適正な事務に努める。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 規則との整合性を図るため、協定書に「指定の

取消し及び業務の停止に関する事項」を明記す

る。 

   

 

 

 

 納税証明書等、規則で規定する添付書類の有無

を確認し、書類不備がないよう厳正に事務処理を

行う。 
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ており、前事業年度の国税及び地方税に係る納税

証明書の提出を事業年度終了後２月以内に求め

る必要があったと思われる。 

 適正な指導及び事務処理を行っていただきた

い。 

 

⑦ 指定管理業務の再委託について 

 施設の維持・管理に係る指定管理者の業務につ

いて、指定管理者は管理業務の一部を第三者へ再

委託していた。 

協定書第９条は「乙は、この協定による管理業

務を他の者に再委託してはならない。ただし、施

設を維持管理する業務等において、甲が認めた者

及びあらかじめ甲の承認を受けたときは、この限

りではない。」と規定している。 

指定管理者が管理業務の一部を再委託する場

合は、あらかじめ甲の承認が必要ですが、承認の

行為が行われていなかった。 

 適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

⑧ 販売手数料等の徴収根拠について 

 施設内で展示販売されている特産物の販売代

金について、指定管理者は展示をした地元生産者

から、販売代金の一部を販売手数料として徴収し

ていた。 

 また、施設の軒下通路部分での店頭販売を認

め、店頭販売者から、販売代金の一部を店頭手数

料として徴収していた。 

 いずれの手数料も、条例、規則及び協定書には

規定されておらず、徴収の根拠が明確ではなかっ

た。 

 また、店頭手数料については、指定管理者の利

用料金収入とされていた。 

 施設内での展示販売及び施設の軒下通路部分

での店頭販売の行為が、指定管理者の指定管理業

務であるのか、自主事業であるかを再度整理する

とともに、販売手数料及び店頭手数料の徴収根拠

についても検討していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定書第９条の規定に基づき、文書により承認

手続を行い、適正な事務に努める。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産者等から持ち込まれる農水産物等の展示

販売及び店頭販売に関しては、指定管理業務では

なく、施設の設置目的に沿って指定管理者が行う

自主事業であると判断している。そのため、協定

書に、指定管理者の自主事業として位置付け、手

数料の徴収根拠及び承認申請の提出についても

明記する。 

 また、指定管理者の自主事業のあり方について

は、条例等の例規との整合性を図るため、再度整

理する。   
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⑨ 行政財産の目的外使用許可に係る手続き等

について 

 施設の軒下に自動販売機が設置されていたが、

指定管理者が設置を許可し、設置に伴う使用料は

指定管理者の収入となっていた。 

 また、施設の軒下通路部分では店頭販売が行わ

れていたが、これも指定管理者が許可し、店頭手

数料として指定管理者の収入となっていた。 

 自動販売機の設置及び店頭販売は、地方自治法

第238条の４第７項の規定による行政財産の目的

外使用に該当すると思われる。 

行政財産の目的外使用の許可権者は市長であ

り、使用料については、糸島市行政財産の使用に

関する条例の規定に基づき算定し、市が徴収する

ものである。 

 適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

 

 

 自動販売機の設置については行政財産の目的

外使用に該当することから、必要な手続を経て、

設置業者から使用料を市に納入させる。 

 店頭販売については、施設で行う事業である

「都市住民との交流」を促進させる指定管理者の

自主事業であると判断している。そのため、協定

書の自主事業に関する項目を修正し、承認申請手

続等を明記する。 

 

(3) 指定管理者の管理運営に関する評価及び検

証について 

【農業振興課】 

① 指定管理者の管理に係る経費について 

 指定管理者の管理に係る経費について、人件費

や水道光熱費が計上されていなかった。 

 施設を維持管理するためには、人件費や電気・

ガス・水道等は必要不可欠であると思われ、これ

らに係る経費は施設の管理に係る経費であると

思われる。 

 適正な施設の管理に係る経費の把握に努めて

いただきたい。 

 

② 指定管理者の管理運営に関する評価及び検

証について 

 指定管理者の管理運営実績に対する評価及び

検証については、条例、規則及び協定書において

特段の定めはないが、指定管理者制度を導入した

効果や、適正な管理が行われているか等の確認の

ため必要であると思われる。 

 総体的な評価は行われていたが、何に基づき、

どのような項目を、どのような基準で評価すべき

かが明確ではなかった。 

 

 指定管理者の管理に係る経費について、人件費

や水道光熱費も施設を維持管理するための費用

としてとらえ、提出書面の精査を行い、把握を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 指定管理者の管理運営実績に対する評価及び

検証に関し、検証項目や評価の具体的基準につい

て整理し、評価及び検証の適正な実施に努める。 
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 評価及び検証の適正な実施のため、評価基準の

整理や評価シートを作成するなどの検討を行っ

ていただきたい。 

 

(4) 指定管理者への指導及び助言について 【農業振興課】 

 指定管理者への指導及び助言の実施について

は、具体的な指導内容等の確認ができなかった。 

 評価及び検証の適正な実施と併せ、的確な指導

及び助言が行えるよう実施方法等についても検

討していただきたい。 

 

 管理運営実績に対する評価及び検証と併せて、

具体的な指導内容等がわかるよう、評価シートの

作成などを検討する。 
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行政監査報告書（経済振興部 商工振興課）  

２ 監査の結果  

(1) 指定管理者の選定及び指定手続について 【商工振興課】 

 指定管理者の指定申請書に添付する書類が糸

島市ワークプラザ条例施行規則（以下「規則」と

いう。）第２条各号に規定されているが、同条第

３号の「条例第４条に規定する業務に関する事業

計画書及び収支予算書」については、公益社団法

人シルバー人材センター（以下「シルバー人材セ

ンター」という。）の法人の事業計画書及び収支

予算書であった。 

 規則第２条第３号で求めている「事業計画書」

「収支予算書」は、公の施設の管理に関し指定管

理者が行う業務に係るものであり、申請団体等の

指定管理者としての適格性の判定資料等は、同条

第３号以外のものと思われる。 

 書類受領時の点検等、適正な事務処理を行って

いただきたい。 

 

 糸島市ワークプラザ条例施行規則第２条第３

号に規定されているように、ワークプラザの維持

管理に関する業務における「事業計画書」及び「収

支予算書」の提出を、次回以降、求める。 

(2) 指定管理者との基本協定・年度協定の締結

等について 

【商工振興課】 

① 継続的な公共サービスの水準確保について 

 公共サービスの水準の確保という観点から、糸

島市ワークプラザ条例（以下「条例」という。）

第６条第３号の規定により、「ワークプラザの管

理を安定して行う物理的能力及び人的能力を有

していること。」を指定管理者の選定基準の１つ

としているが、協定書には「物理的能力」「人的

能力」の安定確保に係る具体的な事項が規定され

ていなかった。 

毎年、事業報告書等で確認を行っているとのこ

とであったが、一般的に複数年継続した協定を締

結する指定管理者制度においては、継続的な公共

サービスの水準確保の観点から、何らかの対応が

必要であると思われる。 

検討していただきたい。 

 

② 施設の利用者の範囲について 

 条例第13条において施設の利用者の範囲を「市

 

 継続的な公共サービスの水準確保の観点から、

「物理的能力」「人的能力」を含め、指定管理者

の管理運営に関する評価及び検証を毎年度、実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設の利用者は、シルバー人材センターの会員
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内に居住する55歳以上の者」と規定しているが、

シルバー人材センターの会員は 60歳以上のもの

となっており、55歳から 59歳までの利用者はい

ないとのことであった。 

 条例の規定による利用者の範囲に該当する市

民が、広く一般に施設を利用できるよう検討して

いただきたい。 

 

③ 納税証明書の提出について 

平成22年度、23年度及び24年度分の指定管理

者の納税証明書が提出されていなかった。 

規則第７条では「指定管理者は、毎事業年度終

了後２月以内に、第２条第９号に規定する納税証

明書を市長に提出しなければならない。」と規定

しており、前事業年度の国税及び地方税に係る納

税証明書の提出を事業年度終了後２月以内に求

める必要があったと思われる。 

適正な指導及び事務処理を行っていただきた

い。 

 

④ 指定管理者申請事項の変更手続について 

 規則第９条は「指定管理者は、第２条の規定に

より申請した事項に変更が生じたときは、糸島市

ワークプラザ指定管理者申請事項変更届（様式第

６号）に、変更の事実を証する書類を添えて、市

長に提出しなければならない。」と規定している

が、指定管理者の法人格が「社団法人」から「公

益社団法人」に変更されたことについての届出が

なされていなかった。 

適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

⑤ 指定管理業務の再委託について 

 施設の維持・管理に係る指定管理者の業務につ

いて、指定管理者は管理業務の一部を第三者へ再

委託していた。 

糸島市ワークプラザの管理に関する基本協定

書（以下「基本協定書」という。）第８条第１項

は「乙は、本業務の一部を第三者に委託し、又は

請け負わせてはならない。ただし、事前に甲の承

に限っておらず、現在も 55歳以上の市民であれ

ば利用できる。 

 ワークプラザは、高年齢者の福祉の増進とその

能力を生かした活力ある地域社会づくりに資す

るために設置されており、今後もその趣旨に沿っ

た利用許可を行いたい。 

 

 

 

 平成 25年度分の納税証明書から、適正に提出

させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後は、変更事項に注意して、適正な事務管理

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再委託が生じる業務については、毎年度、計画

書を提出させ、文書による事前の承認を行う。 
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認を受けた場合は除く。」と規定している。 

指定管理者が管理業務の一部を再委託する場

合は、事前に甲の承認が必要であるが、承認の行

為が行われていなかった。 

適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

⑥ 事業計画書の提出時期等について 

 基本協定書第10条第１項に「乙は、毎年10月

末日までに、次に掲げる事項を記載した翌年度の

事業計画書を甲に提出し、甲の承認を受けなけれ

ばならない。」と規定しているが、受付事務処理

等の不備により、提出年月日が不明のため、提出

期限までに提出があったかの確認ができなかっ

た。 

また、提出された事業計画書は、指定管理者で

あるシルバー人材センターの法人のものであり、

公の施設の管理に係るものではなかった。 

適正な事務処理及び適切な事業計画書の作成

依頼を行っていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後、受付等の事務については、確実に行って

いく。 

 また、指定管理者と協議のうえ、施設管理に係

る事務や経費がわかるような事業計画書を提出

させる。 

 

(3) 指定管理者の管理運営に関する評価及び検

証について 

【商工振興課】 

① 指定管理者の管理に係る経費について 

 指定管理者の管理に係る経費について、人件費

が計上されていなかった。 

 施設を維持管理するためには、人件費は必要不

可欠であると思われ、これに係る経費は施設の管

理に係る経費であると思われる。 

 適正な施設の管理に係る経費の把握に努めて

いただきたい。 

 

② 指定管理者の管理運営に関する評価及び検

証について 

 指定管理者の管理運営実績に対する評価及び

検証については、条例、規則及び基本協定書にお

いて特段の定めはないが、指定管理者制度を導入

した効果や、適正な管理が行われているか等の確

認のため必要であると思われる。 

 総体的な評価は行われていたが、何に基づき、

 

 指定管理者と協議のうえ、施設の維持管理に従

事する人件費を計上するとともに、把握に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 所管課として、総体的とはいえ評価を行ってお

り、検証はされていると考える。 

 指摘のとおり、評価にあたっての基準の整理や

必要性を含めて検討したい。 
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どのような項目を、どのような基準で評価すべき

かが明確ではなかった。 

 評価及び検証の適正な実施のため、評価基準の

整理や評価シートを作成するなどの検討を行っ

ていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 指定管理者への指導及び助言について 【商工振興課】 

 指定管理者への指導及び助言の実施について

は、必要書類等の作成・提出等の事務的なものは

行われていたが、行われた指導が的確なものであ

ったか、また充分なものであったかの確認ができ

なかった。 

 評価及び検証の適正な実施と併せ、的確な指導

及び助言が行えるよう実施方法等についても検

討していただきたい。 

 

 指定管理者への指導及び助言については、書類

の提出以外にも、必要に応じて、随時、協議を行

っている。 

 所管課としては、充分な指導を行っていると判

断しているが、指導方法等について検討したい。 

 

 

 

 



平成２６年度行政監査結果報告書に基づく改善策及び顛末 

 17 

指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

行政監査報告書（経済振興部 シティセールス

課） 

 

２ 監査の結果  

(1) 指定管理者の選定及び指定手続について 【シティセールス課】 

指定管理者の指定通知が指定の告示の前に行

われていた。 

いとしま応援プラザ条例施行規則（以下「規則」

という。）第４条では「市長は、条例第９条の規

定により指定管理者の指定の告示をしたときは、

いとしま応援プラザ指定管理者指定通知書（様式

第３号）により申請者に通知するものとする。」

と規定しており、指定の告示の後に指定通知を行

うべきであると思われる。 

適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

今後は、適切に事務処理を行う。 

(2) 指定管理者との基本協定・年度協定の締結

等について 

【シティセールス課】 

① 継続的な公共サービスの水準確保について 

 公共サービスの水準の確保という観点から、い

としま応援プラザ条例（以下「条例」という。）

第８条第３号の規定により、「応援プラザの管理

及び第４条に規定する事業を安定して行う物理

的能力及び人的能力を有していること。」を指定

管理者の選定基準の１つとしているが、協定書に

は「物理的能力」「人的能力」の安定確保に係る

具体的な事項が規定されていなかった。 

市の担当職員が頻繁に施設に出向き状況を把

握しているとのことであったが、一般的に複数年

継続した協定を締結する指定管理者制度におい

ては、継続的な公共サービスの水準確保の観点か

ら、何らかの対応が必要であると思われる。 

検討していただきたい。 

 

② 利用料金の承認手続について 

条例第 21条第３項の規定による利用料金の承

認手続について、利用料金決定に係る市長の承認

行為が口頭で行われていた。 

同条同項では「利用料金の額は、別表に定める

額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得

 

次年度の年度協定書から左記の事項を規定す

るため、下記の内容を記載することとしたい。 

 物理的能力…市から貸与する備品以外に、指

定管理者が施設を運営するために必要な備

品を有すること。 

 人的能力…施設利用者に対し、説明・指導で

きるにふさわしい能力を有する者が常勤す

るか、もしくは、その能力を有する者や機関

との人的なネットワークを構築しているこ

と。 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度指定管理者指定の際は、文書にお

いて利用料金の承認を行った。 

 今後は、適切な事務処理を行う。 
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て、指定管理者が定めるものとする。」と規定し

ており、条例に準ずる利用料金の決定であって

も、市長の承認行為が必要である。 

また、市長の承認行為として、文書により明確

にしておくことが適切であると思われる。 

適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

③ 納税証明書の提出について 

 平成23年度及び24年度分の指定管理者の納税

証明書が提出されていなかった。 

規則第７条では「指定管理者は、毎事業年度終了

後２月以内に、第２条第９号に規定する納税証明

書を市長に提出しなければならない。」と規定し

ており、前事業年度の国税及び地方税に係る納税

証明書の提出を事業年度終了後２月以内に求め

る必要があったと思われる。 

指定管理者への適正な指導及び事務処理を行

っていただきたい。 

 

④ 販売手数料の決定に伴う市長への報告につ

いて 

 いとしま応援プラザ開設当初の平成23年10月

から、指定管理者が作品の展示者から徴収をして

いる販売手数料について、額の決定又は変更の書

面による報告が平成 26年４月まで行われていな

かった。 

いとしま応援プラザの管理に関する基本協定

書（以下「基本協定書」という。）第14条第２項

では「乙は、販売手数料を決定、または変更した

ときは、甲に報告するものとする。」と規定して

おり、施設の開設当初に報告の必要があったと思

われる。 

適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

⑤ 防犯・防災マニュアルの作成について 

 基本協定書の別記第１管理業務仕様書に、指定

管理者の施設及び設備の維持管理に関する業務

が規定されており、１の（４）に「緊急時対策及

び防犯・防災マニュアルの作成などに関する業

 

 

 

 

 

 

 

 

行政監査終了後、事後ではあるが、指定管理者

より納税証明書を徴取した。 

 今後は、期限内に提出するよう指定管理者に対

する指導を徹底し、適切な事務処理を行いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度指定管理者指定の際は、文書にお

いて販売手数料の報告を求め、確認を行った。 

 今後は、適切な事務処理を行いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度中に作成するよう指導したい。 
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務」と明記されているが、防犯・防災マニュアル

は作成されていなかった。 

 指定管理者への適正な指導等を行っていただ

きたい。 

 

⑥ 指定管理者が管理すべき施設等について 

 指定管理者が管理すべき物件は市長が財産台

帳等により提示することとなっているが、併設す

る図書館との共用部分や空きスペースとなって

いる部分等については、所管課が把握しているも

のと実態に差異があった。 

 適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

関係課と協議し、今年度中に整理したい。 

(3) 指定管理者の管理運営に関する評価及び検

証について 

【シティセールス課】 

 指定管理者の管理運営実績に対する評価及び

検証については、条例、規則及び基本協定書にお

いて特段の定めはないが、指定管理者制度を導入

した効果や、適正な管理が行われているか等の確

認のため必要であると思われる。 

 利用者数・起業家数等の伸びや総体的な評価は

行われていたが、何に基づき、どのような項目を、

どのような基準で評価すべきかが明確ではなか

った。 

 評価及び検証の適正な実施のため、評価基準の

整理や評価シートを作成するなどの検討を行っ

ていただきたい。 

 

本施設は、他自治体に先駆けた性格を有してお

り、また設立して間もないことから、現段階では、

指定管理者の管理運営実績に対する評価及び検

証は、総体的効果の検証に頼らざるを得ない面が

ある。 

評価精度を上げていく必要性は十分に認識し

ており、評価基準の整理や評価シートの作成につ

いては、今後の課題とさせていただきたい。 

(4) 指定管理者への指導及び助言について 【シティセールス課】 

 指定管理者への指導及び助言の実施について

は、市民との対応、販売所の信頼確保等について

行われていたが、行われた指導が的確なものであ

ったか、また充分なものであったかの確認ができ

なかった。 

 評価及び検証の適正な実施と併せ、指導及び助

言の実施方法等についても検討していただきた

い。 

 

今後は、指定管理者への指導及び助言を定期的

に実施し、その内容を記録として残すこととした

い。 
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行政監査報告書（教育部 文化課）  

２ 監査の結果  

(1) 指定管理者の選定及び指定手続について 【文化課】 

指定管理者の指定通知が指定の告示の前に行

われていた。 

糸島市立伊都文化会館条例施行規則（以下「規

則」という。）第４条では「教育委員会は、条例

第７条の規定により指定管理者の指定の告示を

したときは、糸島市立伊都文化会館指定管理者指

定通知書（様式第３号）により通知するものとす

る。」と規定しており、指定の告示の後に指定通

知を行うべきであると思われる。 

適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

 今後、このようなことがないよう適正な事務処

理を行う。 

なお、平成 26年度からの指定管理者選定にお

いては、適正な処理を行っている。 

(2) 指定管理者との基本協定・年度協定の締結

等について 

【文化課】 

① 継続的な公共サービスの水準確保について 

 公共サービスの水準の確保という観点から、糸

島市立伊都文化会館条例（以下「条例」という。）

第６条第３号の規定により、「文化会館の管理を

安定して行う物理的能力及び人的能力を有して

いること。」を指定管理者の選定基準の１つとし

ているが、協定書には「物理的能力」「人的能力」

の安定確保に係る具体的な事項が規定されてい

なかった。 

毎年、指定管理者との協議の中で確認を行って

いるとのことであったが、一般的に複数年継続し

た協定を締結する指定管理者制度においては、継

続的な公共サービスの水準確保の観点から、何ら

かの対応が必要であると思われる。 

検討していただきたい。 

 

② 事業報告書の提出時期について 

条例第８条に「指定管理者は、毎年度終了後速

やかに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を

作成し、教育委員会に提出しなければならない。」

と規定し、事業報告書の作成及び提出を義務付け

ているが、提出期日が明確ではなく、かつ、受付

事務処理等の不備により、提出年月日が不明であ

 基本協定書に基づく事業計画書で「管理運営の

体制に関すること」「事業の概要及び実施時期に

関すること」「管理運営に要する経費の総額及び

内訳に関すること」を求めており、今後は各項目

の内容をより具体的に示してもらうことで、「物

理的能力」「人的能力」を有しているかどうかの

検証を行っていく。 

【実施時期】平成27年度提出分～ 

（事業計画書提出期限：平成26年10月まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 毎年度末に指定管理者と提出期間について協

議を行い、双方確認のうえ、提出期限内に提出を

求め、適正な事務処理を行っていく。 
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った。 

提出期日を明確にして、適正な事務処理を行っ

ていただきたい。 

 

③ 利用料金の承認手続について 

条例第 17条第３項の規定による利用料金の承

認手続について、利用料金決定に係る教育委員会

の承認行為が行われていなかった。 

同条同項では「利用料金の額は、別表に定める

額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承

認を得て、指定管理者が定めるものとする。」と

規定しており、条例に準ずる利用料金の決定であ

っても、教育委員会の承認行為が必要である。 

また、教育委員会の承認行為として、文書によ

り明確にしておくことが適切であると思われる。 

適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

④ 指定管理者協定の締結者について 

伊都文化会館の管理に関する基本協定及び年

度協定の締結者が糸島市長となっていた。 

伊都文化会館については、平成 22年１月１日

より所管替えが行われ、市長部局から教育委員会

へ移管されている。 

教育委員会へ移管された平成 22年度以降の伊

都文化会館の管理に関する年度協定の協定締結

者は、規則第５条の規定により教育委員会とな

る。 

適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

⑤ 納税証明書の提出について 

平成22年度及び23年度分の指定管理者の納税

証明書が提出されていなかった。 

規則第７条では「指定管理者は、毎事業年度終

了後２月以内に、第２条第９号に規定する納税証

明書を教育委員会に提出しなければならない。」

と規定しており、前事業年度の国税及び地方税に

係る納税証明書の提出を事業年度終了後２月以

内に求める必要があったと思われる。 

適正な指導及び事務処理を行っていただきた

 

 

 

 

  

 今後、このようなことがないよう適正な事務処

理を行う。 

なお、平成 26年度より糸島市立伊都文化会館

条例第 17条第３項に基づき、教育委員会に承認

申請が出され、これを受けて承認通知書を出して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 糸島市立伊都文化会館条例施行規則第５条に

基づき、協定書の締結者を教育委員会として改

め、適正な事務処理を行っている。 

【実施時期】平成26年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提出期限内に納税証明を提出するように指定

管理者に指導を行い、適正な事務処理を行ってい

く。 

【実施時期】平成27年度提出分～ 
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い。 

 

⑥ 指定管理者申請事項の変更手続について 

 規則第９条は「指定管理者は、第２条の規定に

より申請した事項に変更が生じたときは、糸島市

立伊都文化会館指定管理者申請事項変更届（様式

第６号）に、変更の事実を証する書類を添えて、

教育委員会に提出しなければならない。」と規定

しているが、指定管理者の代表者が変更されたこ

とについての届出が出されていなかった。 

適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

⑦ 指定管理業務の再委託について 

 施設の維持・管理に係る指定管理者の業務につ

いて、指定管理者は管理業務の一部を第三者へ再

委託していた。 

伊都文化会館の管理に関する基本協定書（以下

「基本協定書」という。）第８条第１項は「乙は、

本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた

場合は除く。」と規定している。 

指定管理者が管理業務の一部を再委託する場

合は、事前に甲の承認が必要であるが、承認の行

為が行われていなかった。 

適正な事務処理を行っていただきたい。 

 

⑧ 事業計画書の提出時期等について 

 基本協定書第12条第１項に「乙は、毎年10月

末日までに、次に掲げる事項を記載した翌年度の

事業計画書を甲に提出し、甲の承認を受けなけれ

ばならない。」と規定しているが、受付事務処理

等の不備により、提出年月日が不明のため、提出

期限までに提出があったかの確認ができなかっ

た。 

また、提出された事業計画書の活用についても

明確ではなかった。 

適正な事務処理及び事業計画書の活用につい

て整理を行っていただきたい。 

 

 

 

 

 指定管理者に指導するとともに、適正な事務処

理を行っている。 

【実施時期】平成26年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 指定管理者に指導するとともに、適正な事務処

理を行っている。 

【実施時期】平成26年度～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 適正な事務処理を行うとともに、提出期限内に

提出を求める。 

また、基本協定書第 12条に基づく事業計画書

については具体的な内容を示してもらい、事業計

画書の項目ごとに審査を行う。 

【実施時期】平成27年度提出分～ 

（事業計画書提出期限：平成26年10月まで） 
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指摘事項及び意見等 主管課における措置、処理の経過及び対応策 

⑨ 指定管理者が行う自主事業について 

指定管理者が行う自主事業について、所管課の

「自主事業」の解釈・定義が明確ではなかった。 

指定管理者が行う「自主事業」とは、一般的に

は指定管理者協定書に規定されていないもの（指

定管理業務以外のもの）を指定管理者の責任にお

いて、決定権者の承認を得て行う事業と解されて

いることから、指定管理者が行う自主事業につい

ては、所管課による定義付け等の整理が必要であ

ると思われる。 

また、基本協定書第13条第２項に規定される、

自主事業計画書の提出及び承認手続の実施につ

いても明確ではなかった。 

 「自主事業」の定義付け等の整理及び適正な事

務処理を行っていただきたい。 

 

 

 基本協定書第 13条において、自主事業の実施

について規定しており、毎年提出される事業計画

書で自主事業案が提案されている。 

 今後、自主事業の定義付けを整理するととも

に、承認手続事務についても、適正な事務処理を

行っていく。 

【実施時期】平成26年度～ 

 

 

 

 

 

 

(3) 指定管理者の管理運営に関する評価及び検

証について 

【文化課】 

 指定管理者の管理運営実績に対する評価及び

検証については、条例、規則及び基本協定書にお

いて特段の定めはないが、指定管理者制度を導入

した効果や、適正な管理が行われているか等の確

認のため必要であると思われる。 

 総体的な評価は行われていたが、何に基づき、

どのような項目を、どのような基準で評価すべき

かが明確ではなかった。 

 評価及び検証の適正な実施のため、評価基準の

整理や評価シートを作成するなどの検討を行っ

ていただきたい。 

 

 事業報告書の内容をより詳細に報告してもら

い、当該事業報告書の項目に従いより適正な評

価・検証を行うとともに、評価基準の整理等につ

いても今後検討していく。 

(4) 指定管理者への指導及び助言について 【文化課】 

指定管理者への指導及び助言の実施について

は、必要書類等の作成・提出等の事務的なものは

行われていたが、行われた指導が的確なものであ

ったか、また充分なものであったかの確認ができ

なかった。 

 評価及び検証の適正な実施と併せ、的確な指導

及び助言が行えるよう実施方法等についても検

討していただきたい。 

 指導及び助言の実施方法等については、条例、

施行規則、基本協定書、事業計画書等に基づき行

うとともに、重要なものは、書面にて行うことと

したい。 

【実施時期】平成26年度～ 


